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            主     文

１ 原判決を次のとおり変更する。

第１審判決を次のとおり変更する。

(1) 上告人は，被上告人に対し，平成２３年６月１

日限り３０万円及びうち２３万６６１４円に対す

る同月２日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え。

(2) 被上告人のその余の請求を棄却する。

２ 訴訟の総費用は，これを４分し，その３を上告人の

負担とし，その余を被上告人の負担とする。

            理     由

上告代理人高井章光ほかの上告受理申立て理由について

１ 本件は，被上告人が，貸金業者であるＡを再生債務者とする民事再生手続に

おける再生計画認可の決定が確定した後に同社の権利義務を承継した上告人に対

し，ＢとＡとの間の継続的な金銭消費貸借取引において発生した過払金に係る不当

利得返還請求権が再生計画の定めにより変更されたとして，変更後の債権（以下

「本件債権」という。）の元本である３０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌

日である平成２１年５月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める事案である。上告人は，本件債権について，再生計画にお

いて猶予期間が定められているから，その弁済期は到来しておらず，被上告人にお

いて，その支払を求めることはできないなどと主張して争っている。

２ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。
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(1) Ｂは，Ａとの間で，平成９年７月９日から平成１３年５月１日までの間，

第１審判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり，継続的に金

銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借取引（以下「本件取引」とい

う。）を行った。

(2) Ｂは，平成１８年３月１日，死亡した。その後，Ｂの相続人全員が相続を

放棄し，平成２０年１１月１８日，Ｃが被上告人の相続財産管理人に選任された。

(3) Ａは，平成１９年９月１４日，東京地方裁判所に再生手続開始の申立てを

した。同裁判所は，同月２１日，再生手続開始の決定（以下「本件再生手続開始決

定」という。）をし，平成２０年８月２０日，再生計画認可の決定をした（以下，

この決定を「本件再生計画認可決定」といい，これにより認可された再生計画を

「本件再生計画」という。）。本件再生計画認可決定は，同年９月１７日，確定し

た。

(4) 本件再生計画は，届出のない再生債権である過払金返還請求権（その利

息，損害金等の請求権を含む。以下同じ。）について，請求があれば再生債権の確

定を行った上で，届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定めるととも

に，要旨次のとおり，権利の変更の一般的基準を定める。

ア 確定した再生債権（本件再生手続開始決定の日以降の利息，損害金を除く。

以下同じ。）の４０％相当額を弁済し，その余につき免除を受ける。ただし，確定

した再生債権の額が３０万円以下である場合はその全額を，３０万円を超える場合

は４０％相当額と３０万円の多い方の額を弁済する。

イ 届出のない再生債権である過払金返還請求権については，その債権者により

請求がされ，再生債権が確定した時（訴訟等の手続がされている場合には，その手
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続によって債権が確定する。），上記アのとおり権利の変更を受け，その時から３

か月以内に，上記アに定める額を弁済する。

(5) 本件取引に係る各弁済金のうち利息制限法（平成１８年法律第１１５号に

よる改正前のもの）１条１項所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本

に充当すると，本件再生手続開始決定の日の前日である平成１９年９月２０日まで

に過払金２３万６６１４円，民法７０４条所定の利息７万６５３８円が発生し，そ

の合計は３１万３１５２円であった（以下，上記過払金及び利息の支払請求権を

「本件再生債権」という。）。本件再生債権について，再生債権の届出はない。

(6) 上告人は，平成２０年１０月１日，Ａとの間で，同社の事業を上告人が承

継する旨の吸収分割契約を締結して，Ａが本件取引に関して有する一切の権利義務

を承継した。

３ 原審は，上記事実関係の下において，本件再生計画によれば，本件再生債権

は，訴訟等の手続がされている場合には，判決の確定等によってはじめて確定する

のであって，本件再生債権の確定を前提とする本件再生計画の定めによる権利の変

更はいまだ生じていないから，弁済期の未到来をいう上告人の主張は失当である

し，被上告人において過払金元本を超える部分に対する遅延損害金を請求すること

もできないと判断して，被上告人の請求を全部認容した第１審判決を変更し，これ

を３０万円及びうち２３万６６１４円に対する平成２１年５月２６日から支払済み

まで年５分の割合による金員の支払を求める限度で認容すべきものとした。

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。

(1) 民事再生法１７８条本文は，再生計画認可の決定が確定したときは，再生
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計画の定め又は同法の規定によって認められた権利を除き，再生債務者は，すべて

の再生債権について，その責任を免れると規定する。そして，同法１７９条１項

は，再生計画認可の決定が確定したときは，届出債権者等の権利は，再生計画の定

めに従い，変更されると規定し，同法１８１条１項は，再生計画認可の決定が確定

したときは，再生債権者がその責めに帰することができない事由により届出をする

ことができなかった再生債権（同項１号）等は，再生計画による権利の変更の一般

的基準（同法１５６条）に従い，変更されると規定する。

(2) 前記事実関係によれば，本件再生計画は，届出のない再生債権である過払

金返還請求権について，請求があれば再生債権の確定を行った上で，届出があった

再生債権と同じ条件で弁済する旨を定めるが，これは，過払金返還請求権について

は，届出のない再生債権についても一律に民事再生法１８１条１項１号所定の再生

債権として扱う趣旨と解され，上記過払金返還請求権は，本件再生計画認可決定が

確定することにより，本件再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更さ

れ，その再生債権者は，訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びそ

の額が確定されることを条件に，上記のとおり変更されたところに従って，その支

払を受けられるものというべきである。

(3) 以上によれば，本件再生債権は，本件再生計画認可決定が確定することに

より，本件再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更されており，被上告

人は，訴訟等において本件再生債権を有していたこと及びその額が確定されること

を条件に，その元利金３１万３１５２円のうち３０万円について，本件再生債権が

確定された日の３か月後に支払を求めることができる本件債権を有するにとどまる

ものというべきであり，その弁済期は，本件訴訟の口頭弁論終結時にはいまだ到来
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していないことが明らかである。

５ したがって，前記事実関係の下において，弁済期未到来をいう上告人の主張

を排斥して，被上告人の請求を一部認容すべきものとした原審の判断には，判決に

影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして

理由がある。

そして，本件の事案の性質，その審理の経過等に鑑みると，被上告人の請求は，

審理の結果，本件債権の弁済期が到来していないと判断されるときは，その弁済期

が到来した時点での給付を求める趣旨を含むものと解するのが合理的であり，ま

た，本件においては，あらかじめその請求をする必要があると認められる。

以上説示したところによれば，被上告人の請求は，上告人に対し，本判決確定の

日の３か月後の日である平成２３年６月１日限り本件債権の元本である３０万円及

びこれに対するその翌日である同月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきところ，被上告人から上告がな

い本件において，原判決を上告人に不利益に変更することは許されないから，原判

決を主文のとおり変更するにとどめることとする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 那須弘平 裁判官 岡部喜代子 裁判官

大谷剛彦）


